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  会 議 録  

名 称 市川市子ども・子育て会議（平成２７年度第２回） 

議題及び議題 

毎の公開・非 

公開の別 

※非公開の場合は公

文書公開条例第８条

の項号を記載する 

１．特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

２．市川市子ども・子育て支援事業計画のアウトカム指標による評価について

（報告） 

３．市川市次世代育成支援行動計画の平成２６年度進捗状況について（報告）

４．保育園整備可能区域の拡大について 

開 催 日 時 場 所 
平成２７年１０月１９日（月）午前９時３０分～１１時３０分 

市川市役所本庁舎３階 第５委員会室 

出

席

者

委      員 
高尾公矢 西智子 田口安克 五ノ井きよみ 阿部利勝 幸前文子 

川副孝夫 村上 誠 坂本慈子 野見山直子 知久有美 服部ひろみ 

事務局 

(所管課) 
子育て支援課 

関 係 課 等 
こども入園課、こども施設運営課、こども施設計画課、発達支援課、 

保健センター健康支援課、教育政策課、就学支援課、青少年育成課 

傍 聴 区 分 可（ １人） ・  不可 

会議の概要 

※詳細別紙 

 

配 布 資 料 

・次第 

・資料１ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

・資料２ 市川市子ども・子育て支援事業計画のアウトカム指標による評価について（報告）  

・資料 3 市川市次世代育成支援行動計画の平成２６年度進捗状況について（報告）

・資料４ 保育園 整備可能区域の拡大（案） 

・参考資料 市川市子育て支援に関するニーズ調査（H25 実施） 

自由記述回答集計資料 

特 記 事 項  
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別紙 

市川市子ども・子育て会議（平成２７年度第２回）（詳細） 

 

１ 開催日時：平成２７年１０月１９日（月）午前９時３０分～１１時３０分 

 

２ 場  所：市川市役所本庁舎３階 第５委員会室 

 

３ 出 席 者： 

  委 員 高尾公矢 西智子 田口安克 五ノ井きよみ 阿部利勝 幸前文子 

川副孝夫 村上 誠 坂本慈子 野見山直子 知久有美 服部ひろみ 

市川市 こども政策部長、こども政策部次長、子育て支援課（小松課長、長久保主幹、

正木主任、奥主任主事）、こども入園課（高久課長）、こども施設運営課（山

元課長、大野副参事）、こども施設計画課（小西課長、川野主幹、日暮副主

幹、阿部主査）、発達支援課（行木課長）、保健センター健康支援課（小林

課長）、教育政策課（牛尾課長）、就学支援課（木村課長）、青少年育成課

（小畔課長） 

     

４ 議  題： 

１ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

２ 市川市子ども・子育て支援事業計画のアウトカム指標による評価について（報告） 

３ 市川市次世代育成支援行動計画の平成２６年度進捗状況について（報告） 

４ 保育園整備可能区域の拡大について 

 

５ 配布資料： 

・次第 

・資料１ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

・資料２ 市川市子ども・子育て支援事業計画のアウトカム指標による評価について（報告） 

・資料３ 市川市次世代育成支援行動計画の平成２６年度進捗状況について（報告） 

・資料４ 保育園 整備可能区域の拡大（案） 

・参考資料 市川市子育て支援に関するニーズ調査（H25 実施）自由記述回答集計資料 

 

６ その他 
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【 午前９時３０分開会 】 

高 尾 会 長： それでは改めまして、おはようございます。只今より平成２７年度第２

回市川市こども・子育て会議を開催いたします。先ほど事務局から連絡があ

りましたが、本日は３名が欠席されております。委員の半分以上が出席され

ておりますので、本日の会議は成立いたします。 

次に、本日の会議の公開に関して、皆様にお諮りいたします。市川市審

議会等の会議の公開に関する指針によりまして、個人が特定できる議題等

を審議する場合を除きまして、原則公開することとなっております。本日

は特に非公開にすべき議題はございませんので、公開したいと思いますが、

ご異議はございませんでしょうか。それでは傍聴人の方がおられましたら、

どうぞ中にお入りください。 

 

はい。それでは次第１、特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意

見聴取についてです。事務局から説明をお願いします。 

 

こども施設計画課長： それでは、資料に沿って説明させていただきます。 

              （資料１「特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について」

に基づき説明） 

 

高 尾 会 長： 只今事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問がありましたらお

願いしたいと思います。川副委員さん、どうぞ。 

 

川 副 委 員： この数字から見るとやむを得ない状況だとは思いますが、東京電力のシ

ョールームの場所というと本当に踏切のすぐ傍ですし、それから公園等が近

くにないように思えます。子どもの安全性や、育ちについてはどのように考

えていらっしゃるのか、お聞きになっていますか？ 

 

こども施設計画課長： 園庭がとれない、ということでございますが、園庭がとれない場合は、今

の市川市の基準では周囲３００メートル以内に、例えば神社の境内ですと

か、公園が近くにあるという基準で今は運用させていただいております。 

        K’s garden につきましては、道路・踏切の近くということでございます

が、出入口の所は実際には道路に面したところではなく、内側の方に作っ

ていただくということになっていますので、飛び出し等の点での安全性は

確保されているというふうに考えております。それから、前面道路も幹線

道路とは違い交通量がそれほど多くないというところもありますけれど



 

 - 4 -

も、その辺につきましては認可を受ける事業者に対し指導しております。

それから園庭がない場合について、K’s garden の広場の場所は、申請の

段階では線路を越えたところに神社の境内がありますので、今現在はそち

らの申請をいただいています。ただ、この K’s garden が建設される裏手

の方に、新しいマンションが今建設中でございまして、そちらからの提

供公園が予定されておりますので、そちらも視野に入れながら調整させ

頂いているところでございます。以上です。 

 

高 尾 会 長： 川副さん、よろしいですか。 

 

川 副 委 員： 今安全性について言われましたが、本当に安全性に関してはくれぐれも

こちらの法人に対してご指導いただければと思います。 

それから、踏切を渡った自然幼稚園のところの神社のことを言われたのだ

と思いますが、少し距離があります。３００メートルというのは決して近

くないと思います。その辺りは少しご検討頂けたらと思いました。市長さ

んがプレーパークということで、砂場を設けて外で遊ぶことの大切さをお

っしゃっていますが、子どもの育ちにとってはとても大事なことなので、

子どもの育ちのことについても配慮していただいて、今後の政策を進めて

頂けたらと思います。 

 

高 尾 会 長： それでは、他にご意見、ご質問はありますか。はい、西委員さん。 

 

西 委 員： これだけ定員を、見込み数を増やしていかなければいけないということ

で、政策的にも前向きに考えると定員を上回る整備をしなければいけない

とは思いますが、今後益々株式会社によって園庭のない、駅に近いところ

での設立は増えてくると思います。そうすると、やはり川副委員さんと同

じ意見でして、保育の質を守るということが大事だと思います。監査の対

象ということではなくて、認可した後、きちんと半年後・一年後と、見守

っていくための実地調査が、現状どうなのかと調べるシステムが必要だと

思っております。質というのはとても大事なことですし、全国的にも、早

急に整備した中で事故・虐待めいたことも去年から今年にかけて起きてい

ます。面積に余裕がある中で認可定員を増やしていくことはいいのですが、

ぜひそこをきちんと市として守っていただくようご指導いただきたいと思

っております。 

 

高 尾 会 長： 事務局としては、その辺はどうですか。 
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こども施設運営課長： 今ご質問、ご要望いただいた部分につきましては、新設園を増やす都度、

開設前・開設直後、それから開設後数か月という単位で、私どもの公立保育

園の、今は再任用職員が中心になっていますが、保育の内容の確認というこ

とで各園を訪問して指導しております。 

場合によっては理事長・園長を私どものところへ呼んで直接お話するよ

うなことも勿論考えております。保育士の数、保育の内容、それから給食の

内容といったところまで認可保育園であるべき質を確保するということで

確認をしております。以上です。 

         

高 尾 会 長： それでは、他にご意見、ご質問はありますか。はい、服部委員さん。 

 

服 部 委 員： こちらの園の中では、例えば発達障がいとかダウン症のお子さんとか、

そういったお子さんが入園される場合があるのでしょうか。また、そういっ

た場合に保育士さんを増やすことになるのでしょうか。何十年も前になりま

すが市川市では園外保育・お散歩中に踏切事故があったと思います。こちら

の園は踏切があって電車が通っているということで、安全面が心配なのです

が。 

 

高 尾 会 長： 障がい児の受け入れの話についてです。よろしくお願いします。 

 

こども施設運営課： 障がい児の受け入れについては、実は昨年度から民間保育園の協会であ

る、市川市こども・子育て支援施設協会を中心に、積極的な受け入れをとい

うことでご協力をお願いする一方、協会のほうでも受け入れていただけると

いう枠組みがどんどん広がっています。障がい児の受け入れについてのノウ

ハウなどをもって、市の発達支援課とこども施設運営課の職員が各園を回っ

て今いるお子さんたちの様子を見たり、支援の方法等、こういったところ交

流・指導をしたりしながら充実を図っているところです。この園についても

決して例外ではなく、認可施設ですから、そういうニーズがあれば受け入れ

を検討いただきます。 

ただ、新設園ということで先生方のご承知の通り、やはり経験がないと

難しい側面がありますから、その経験やノウハウをどう蓄積していくかが新

しい園の一つの課題ではあると認識しております。ということで、受け入れ

ニーズがあれば積極的に市も園も考えていただくことになります。 

 

高 尾 会 長： よろしいですか。 
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服 部 委 員： 受け入れの態勢があり支援をしている、新設園は経験の蓄積が課題という

ことですが、経験は積まないといつまでも積めないと思います。先ほども気

をつけるということは仰ってましたけども、市川市はそういった事故があっ

たわけですから、発達障がいがあるないに関わらず、十分に気をつけていた

だきたいと思いますし、あとはグレーゾーンで落ち着きのないお子さんが入

った時なども、園外保育の際は一人多めに保育士さんが行くなど、そういっ

たところも確認していただけたらいいと思いました。 

 

高 尾 会 長： よろしいでしょうか。他にご意見がありましたらお願いします。では、阿

部委員さん。 

 

阿 部 委 員： 発達障がいのお子さんについてですが、学童保育の方でも、私たちの方で

も受け入れを殆ど１００％に近い形で受け入れています。新しい保育所が開

設されるときには、その経験がない場合にはなかなか難しいという話が出ま

したけども、その期限に関する規定のようなものはあるのでしょうか。 

 

高 尾 会 長： では、事務局。 

 

こども施設運営課長： 規定はございません。お子さんの障がいや、今は気になるお子さんという

言い方をしますけれども、様々に保育園が受ける上では、お子様方の容体に

応じて個別に考えなければならないと思っていますので、そういった決め事

は特になく、これまで通りお子さまの様子を見て関わった人ごと力を合わせ

て進めていきます。 

 

高 尾 会 長： それでは、幸前委員さん。 

 

幸 前 委 員： まず、先ほど川副先生、西先生がおっしゃった質の確保の部分についてで

すが、市川市は施設の増設や入園手続きに関するものは数字で挙がっていて

わかりやすいのですが、質については資料からも読み取れない部分があるの

で、質の確保をお願いしますと委員さんから意見が出ても、どれがどのぐら

い確保されたのかという判断基準がわかりにくいと思います。頑張ります、

声をかけました、事業者さんも頑張っています、と言ってもそれが本当に質

の確保に繋がっているのかがわかりにくいのです。今年度から子ども・子育

て支援新制度が始まって幼稚園も保育園も幼児教育を行うという括りにな

っています。市川市が求めている保育の質、幼児教育の質とは何か、という
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のをお伺いしたいとなった時に、担当の課はどこになるのでしょうか。 

        もう１点。面積に余裕があるけれども、保育士４人が予定されていて定員

が２１名だが、募集をしても保育士が足りないので定員を増やせない状況と

いうのがかなり市川市でも出てきていると思います。その大きな理由が東京

の方がお給料は高いので全員が東京に流れていく、特に東西線沿線は一駅二

駅行けばすぐ東京なので、そういう場合の保育士の確保に対するなにか手立

てを今後考えていかない限り４名をキープするのも精一杯だと思います。先

ほど服部委員さんもおっしゃいましたが、例えば手のかかるお子さんが入っ

てきた時の補助にも、保育士をあてられない状態というのが現状なのかなと

思います。保育士の確保についての手立てというのは何かあるのでしょう

か。 

 

高 尾 会 長： それでは、行政の方に対する質問は２つです。保育の質をどう担保する

のか、ということと人手不足の問題です。お願い致します。 

 

こども施設運営課長： まず保育の質についてです。市川市の場合は、元々公立保育園中心にやっ

てきたという背景があります。現在は民間保育園の力を借りて、数的にも逆

転しておりますが、公立のノウハウというのは私どもも非常に重要視してい

ます。そういう中で一定の水準という、職員の人数や、給食の内容、こうい

ったものについてはまずは今のところは公式ではないけれども、公立のあり

ようをまずは新設園には求めてみようと考えています。市内全体の民間保育

園を交えたそれぞれの特色を動かしにいこうとは考えてはいませんが、基本

的な部分については、保育所保育指針等をふまえて公立保育園をまずはベー

スに考えてみようと考えています。 

それから、保育士確保については、委員の皆さんの中にもご出身の方が

いらっしゃるかと思いますが、市川の民間保育園は昭和の終わりから平成

の始めくらいまでの時代に、やはり保育士の確保が難しい時期がありまし

た。そういう時期でも、なおかつ良質な保育士を確保しようということで、

全国的に見ても相当早い時期に人件費補助を始めています。近隣の市町村

も新しい対策を打ち出してきているところもありますが、私どもの分析の

中ではまだまだ高いところにあると考えております。 

ただ一方インパクトの強いものを近隣でも始めようとしていますので、

私どもとしてもそこは今、来年度の予算、あるいは今年度の補正予算で検

討を加えて発動をしようと考えているところです。以上です。 

 

高 尾 会 長： 今、保育の質の確保ということでは、公立に従うということです。それか
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ら人手不足に関しては先日船橋市のことがマスコミでも話題になっていま

した。流山市でももう行っています。市川市もできれば早く打ち出していく

ことが必要だと思います。 

人手不足は今、我々のところでは大変な状況になっております。公立の

保育園は行くけれども、私立の保育園は行かないという。はっきりしてい

っている状況が出てきておりますので、保育士の確保というのがきわめて

難しい状況です。他にご意見のある方はいますか。はい、服部委員さん。

 

服 部 委 員 ： 私がやっていた２５年ぐらい前よりも、保育士さんの仕事が増えていま

す。市川市だけでなくて江東区や、幼児の通園施設というのでしょうか、市

川市でいえばおひさまキッズのような施設で、以前よりも保育士の仕事が増

えてしまい、休憩時間も普通に取れないという話を色々なところから聞きま

す。保育の質の話に戻りますけれども、そういう状態ですと、人数の確保も

そうですが、なお一層保育士さんはなかなか集まらないのかなという気がし

ますが、その点はいかがでしょうか。 

 

高 尾 会 長： 民間の保育所でも格差がありますので。 

 

服 部 委 員： 民間ではなくて、公立です。 

 

高 尾 会 長： 公立の話ですか。 

 

服 部 委 員： 公立です。市川市だけではないですけども、保育士の友人などから聞く

と、もう１０年前、２０年前とは違うよと。人が足りなくて、あとは事務作

業がすごく増えたというのを学校の先生からも聞きます。パソコンが導入さ

れることによって一つ一つの書類がマニュアル化され、本当にちょっとした

ミスのやり直しに時間がかかってしまい、どうしても休憩時間が取れない、

残業してはいけないと言われるけれども、今は個人情報が厳しいので書類と

かは持ち帰れないですから、こっそりやるといった状況もあると聞きますの

で、そういう実情も把握されているのかなと思いました。そういう状況であ

れば、今たとえ人数がいたとしても、そちらに時間をとられてしまえば通常

保育の方が手薄になってしまうと思うのですが、いかがでしょうか。 

高 尾 会 長： 公立の保育所でということですか？ 

服 部 委 員 ： 私が今言ったことは全部公立についてです。 
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高 尾 会 長： わかりました。どうですか？ 

 

こども施設運営課長： 今、世の中のニーズというのは縦横に伸びていると私は思っています。今

は待機児童の対策をしなければならないということで、縦方向に対応してい

かなければいけないというところです。 

ただ一方、障がいを持ったお子さん、それから気になるお子さんが増え

てきているということも承知しており、あくまでも一つの器の中で、最善の

配置をするしかないだろうと考えています。 

おっしゃるような、マンパワーが事務に食われるという側面は理解して

いますけども、資格を持った保育士は限定的な人数しかいませんので、その

中で必要なことをやってもらう。あるいは、パートさんでもできるような資

格の要らない作業は必要ならどんどん外へ出していくといったことも考え

ていきたいと思っています。以上です。 

 

服 部 委 員 ： 私が言っているのは、保育の質にも密接にくっついているようなことだ

と思うのですけれども、保育士の労働条件という事です。その労働条件が昔

よりも変わっているのではということをお尋ねしたいのですが、把握されて

いないようでしたら、一度されてみたほうがよろしいかと思います。 

人数だけで見ても、そのような感じになっているのであれば、今のお話

でおっしゃるように、事務作業は事務作業で分担するとか、なんらかの形を

とっていかないと質の向上には繋がらないと思います。そういった話はどう

しても伝わっていくものですから、募集をかけても、「あぁ、あそこはやっ

ぱり大変」と思われてしまいます。それに保育士はプロとしての資格を持っ

た職業なのに低く見られていまして、看護師さんよりも給料がとても安いと

思います。保育士さんが足りない現状はこのままの対策でいては変わらない

と思います。保育士さんの募集は保育園にいつも貼ってありますし、広報に

もよく出ていますが、自分のところには、休憩もなかなかとれないとかそう

いう話がどうしても伝わってきます。現実に全部の園がどうかはわかりませ

んが、公立のことですから、市役所の方でも考えてもらいたいと思います。

保育士さんが増えなければ建物を作っても、園を開設しても預かる子どもの

人数は増やせないと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

高 尾 会 長： ということで、よろしくお願い致します。他にありますか。 

 

坂 本 委 員： 保育園に預ける親としても、働く保育者にとっても、踏切を渡って公園
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に行くというのは大丈夫かなと思ってしまうのですけども、新しく出来る

マンションは保育園が出来てからどれくらいで建つものなのでしょうか。

 

高 尾 会 長： それは把握されておりますか。 

 

事 務 局： マンションはやはり４、５月の需要が多いので、それまでに間に合わせる

ように３月までには完成させるというのが現場の方の予定と伺っておりま

す。３月までには完成させて４月入居、という形が一番世間のニーズに合っ

ているので、それを目指してやっているとのことで、３月中には出来ると考

えております。 

 

高 尾 会 長： はい、宜しいですか。では野見山委員お願いします。 

 

野 見山委員： この株式会社 K’s garden さんというのは保育の経験とか、今まで子ども

に関するようなことをやってこられた会社なのかということと、この代表取

締役の西村麻衣さんという方もどのような経緯で保育園を立ち上げようと思

われたのかとか、そういう保育に関してどれぐらい知識があるのかというこ

とを、少しお聞きしたいと思います。 

 

高 尾 会 長： お願いします。 

 

こども施設計画課長： この K’s garden 自体は、平成２５年１０月２日に完成された会社で

ございます。今は市川市では認可外保育園を、国道沿いにある西消防署の

反対側のところで平成２６年１月から開設して運営しているという会社

です。認可外ではありますけれども、全く経験がない、保育をやったこと

がないということではございません。その辺のノウハウに市川市の方で認

可保育園としてのノウハウを指導しながら全体の質を高めていきたいと

考えております。以上です。 

 

高 尾 会 長： 宜しいですか。 

 

野 見山委員： 西村さんはどのような保育の経験があるのでしょうか。西村さんが園長

先生としていろいろ保育計画等をなさっていくということですか。それと

もまた別に園長先生がいるということですか？ 

 

こども施設計画課： 代表の西村さんは、あくまでも代表ということで、今回できる保育園の
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園長は別に配置する予定です。この園長予定者という方は、今課長の方から

申し上げました認可外の保育施設の方で保育をしておられると聞いており

ます。西村さんご自身につきましては、これまで求職・求人情報等に関わる

お仕事をされており、その中で女性の方々がもっと社会で活躍できるよう

な、そういった環境を作りたいという一心で保育園の事業を始められたとい

うことです。この保育園の事業を始められる際にも、一から立ち上げるとい

うことではなくて、元々別の事業者が運営していた認可外保育施設を引き継

いで今回会社を立ちあげて保育園を始められたと聞いております。今回の認

可保育園を作るにあたりましても、それまでの考え方を踏襲しまして、女性

の方々でも気軽に使っていただきたいと。また、職場環境について先ほど服

部委員からもお話ございましたけども、中々保育士の職場環境が厳しいとい

うことも考慮されて、働く方にも十分に働きやすいようなそういった勤務体

制・労務管理等も心がけていくと聞いております。以上です。 

 

高 尾 会 長： 宜しいですか。 

 

野 見山委員： はい、ありがとうございます。 

 

高 尾 会 長： それでは、田口委員さん。 

 

田 口 委 員： 今回、利用定員の設定に関する意見聴取ということで、この人員案は、こ

れで行かざるを得ないというのが私の意見です。今まで保育の質とかそうい

う話もありましたけども、K’s garden さんの選定にあたって色々なこと

を考慮して選定されたと思います。当然色々な環境を整えるには財務面

の安定性というのは非常に大事だと思いますし、そのところは当然検討

された上で選定されていると思いますので、引き続きそちらの面からも

見て頂けたらいいかなと思います。質問ではなくて意見です。この人員

でいいかと思います。 

 

高 尾 会 長： はい、では村上委員さん。 

 

村 上 委 員： 保育士の確保について、丁度今、保育士試験が行われていたところです

が、今年度から地域限定保育士制度というのが始まりました。千葉県で見る

と成田市くらいしか導入されていないのですが、詳しくは専門家の方が多く

いらっしゃるのでそのメリット・デメリットがあるのかと思いますけれど、

人材不足というところで地域限定保育士の導入を市川市は検討されている
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のか否か、お伺いしたいです。 

 

高 尾 会 長： それでは、事務局で説明をお願いします。 

 

こども施設運営課： こども施設運営課長です。地域限定保育士は、国家戦略特区ですかね。

こういったところはその地域が総合的な施策を政府に提案をして、承認さ

れて特区になるという枠組みになっています。成田の場合は大学だとか何

かそういうものを誘致してきてやるというふうに聞いていまして、市川の

場合は地域を挙げたそういうものがないということですから、裏返すとで

きないという形になります。以上でございます。  

 

高 尾 会 長： 公立の保育士は、市川市の場合は特に大きな問題は今のところ多分無い

のだろうと思います。人員確保の問題は私立の保育所ですね。だから分けて

考えなくてはならない。我々の大学でもたくさん養成しておりますけれど

も、公立は行きたい、私立は行きたくないという傾向を認識しています。 

 

それでは特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取につきま

しては概ね出尽くしたと思いますので、次の議題にいきたいと思います。

 

次は次第２．市川市子ども・子育て支援事業計画のアウトカム指標によ

る評価についての報告です。事務局より説明をお願い致します。 

 

子育て支援課長： 子育て支援課長です。資料２をご覧ください。市川市子ども・子育て支援

事業計画のアウトカム指標による評価について説明いたします。 

（資料２ 「市川市こども・子育て支援事業のアウトカム指標による評価に

ついて」に基づき説明） 

 

高 尾 会 長： それでは只今事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問がありま

したらお願いしたいと思います。はい、幸前委員さん。  

 

幸 前 委 員： 前回の会議で色々意見をさせていただきました。設問も噛み砕いたもの

になっていて、子どものいない世代の方でも初めて名前を見る事業であって

もわかりやすかったのではないかなと思いました。リンク先は、事業一覧が

載っているので、子育て中の人もこんな事業がこんなに沢山あるのだという

のが読み取れたかなと思います。自由記載も、要点を述べていただいて大変

興味深く読ませていただきました。中には支援が手厚過ぎると地域との関係
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が薄くなるとか、必ずしも支援が厚いことが良いのでないという意見も出て

いたのも面白かったです。支援が手厚すぎると過保護になってしまう、親の

責任が薄れるようなご意見でした。どうしてもやはり、女性の目から見て働

く女性対専業主婦みたいな、｢保育園に入れる人はいいな｣というような意見

に火花がパチパチ出ているように感じたので、もう少し同じ女性として対立

しないようなトータル的な政策があるといいと思いました。 

アンケート速報ですけれど、大体２番目か３番目のところなので、最終

的に２に近い方になっていますのでまずまずといったところかなと思って

います。感想です。 

 

高 尾 会 長： はい、野見山委員さん。 

 

野 見山委員： 私も幸前さんがおっしゃったように、質問文がすごく読みやすいなという

印象を受けました。ただ、回答数が少し少ないかなと、それが残念だと思い

ました。特に回答者が１８歳未満のお子さんがいない人の方が半数以上にな

っていましたので、市川市の子育て環境を一緒に良くしようと思えるよう

に、子育て世帯に対してのアンケート調査というのがもう少しできるとよか

ったかなと思います。eモニターアンケートをもう少し周知出来たら次回は

いいのではないかと思います。以上です。 

 

高 尾 会 長： 他にご意見ありましたらお願いします。はい、西委員さん。 

 

西 委 員： わかりやすいアンケートになっていたということは私も同感でして、ち

ょっとお尋ねしたかったのが、「わからない」を抜きましたということと未

回答を抜いたということで、現在お子さんがいる方を中心に点数を出してく

ださっていますけれども、後ろの全体を見ると「わからない」が６００から

８００、一番少なくても４００です。そこはやはり今後の課題かなと感じま

した。 

もう一点、この６００、８００を引き算していきますと、実際に点数化

した０から１８歳までお子さんのいる方たちの「わからない」と回答した、

要するに無効化された率というのはどれくらいでしょうか。この平均の 2.

～、全体としてはちょっと低めですけれども、結局４００から８００が無効

化されていて、総数が無いので読み取りきれなかったのです。その辺もしわ

かりましたら、実数としてお子さんがいる方がどのぐらいがわからないとお

答えになり、実数的にはどのくらいの方たちが評価しているのか。わからな

いがすごく多かっただけに気になりました。感想プラス、今後の分析にぜひ
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お願いしたいと思います。 

 

高 尾 会 長： では、わかる範囲でお願いします。 

 

子育て支援課長： 無回答、あるいは「わからない」と回答した人数についてですが、今この

時点ではわかりませんので、後程調べさせていただき回答させていただきた

いと思います。 

 

高 尾 会 長： e モニター制度の制約というものがあるのでしょうね。本当にやるならき

ちんとしたアンケートをやらなくてはいけないという風に思いまが。はい、

では服部委員さん。 

 

服 部 委 員： ２７年度、２９年度、３１年度に同一の質問票で実施ということは、こ

れと全く同じ形でやるということですよね？もし今色々意見が出て、“わか

らない”の率はどうかというのがありますが、それでも全く同じ形で２９年、

３１年とやるということですか。 

 

子育て支援課長： その通りです。指標という形になりますので、質問や集計の仕方を変え

てしまうと指標にならないので、これと同じ形にさせていただくことになり

ます。 ただ、あらかじめわからないとか無回答がどのくらいの数かという

ことは、29 年、31 年のときにはわかるように対応したいと思います。 

 

高 尾 会 長： 他に、ご意見ありましたらお願い致します。はい、では川副委員さん。

 

川 副 委 員： ４ページの、これは次の議題で話をしようと思ったのですが、ここで資

料３とも関連するのですが、４ページの放課後保育クラブの事について、そ

の中で定員を増やしてほしい、延長してほしいとか、件数は少ないですがあ

ります。その更に下に小学校外に放課後保育クラブを作るのは交通安全上危

険とあります。小学校の中に今、社会福祉協議会が委託を受けて放課後児童

保育クラブをやっていますが、学校で一つの限界が来ていて、それ以外のと

ころに設置せざるを得ないという実態があるように聞いておりますが、その

辺阿部さんはどうですか？ 

 

高 尾 会 長： それでは、阿部委員。 

 

阿 部 委 員： 限界というよりも基本的には学校の施設の中に置くというのが安全上、
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それが一番安全だと思います。地域柄どうしても児童数が多い学校は学童の

利用者も多いということになりますので、そういうところに限定したところ

であるとやはり定員が少し超えております。限界というよりも学校の人数の

子どもたちが増えているところがどうしても多くなっていくと。少ないとこ

ろは、定員に満たないところも結構ありバランスが悪いのですけれども、地

域柄若干厳しところも、何校かあることは事実でございます。特にここで言

うと、総武線沿線・京成沿線、それと行徳方面の行徳駅、妙典駅、この辺り

は利便性もありますので、どうしても学校の児童数も学童を利用する方も多

く段々と限界に近づいてくるのかなと。ただ将来を見ますと、児童数の減少

に伴って保育クラブは逆に増えていきますのでもう少し実態を調査しなく

てはわかりませんが、今の段階だけ見ればやはり数か所はそういう状況にあ

るところも若干あります。 

 

川 副 委 員： 青少年課の方にちょっとお尋ねしたいのですが、実は学童クラブという

のは、どちらかというと保育園の｢保育に欠ける｣に、似ている形になります。

要するにどうしても預けるという形に絡んでくると思いますが、１３ページ

Ｑ４の子どもの居場所の充実ということで、放課後保育クラブ運営事業、ビ

ーイング、こども館運営事業があります。今、国が今まで学童保育というよ

うな表現をしていたのが、要するに放課後保育クラブという健全育成という

形に国の方では方向性を変えています。市川の場合ではビーイングという非

常に歴史のある取り組みをやっていますし、こども館もかなり充実してやっ

ています。放課後児童クラブも、要するに保育に欠けるからお子さんを安全

に保育する、面倒を見るというよりは市川の場合は青少年育成課が所管し、

学校でやってらっしゃるので、放課後児童クラブの子どもの健全育成という

視点に立って子どもの育成をはかっていくという視点に立つことができな

いかということが一点。 

それから、もう一つは今社会福祉協議会に一本で委託していますが、将

来学校でやるのが限界という風になってきた場合に、それ以外のＮＰＯ法人

社会福祉法人が健全育成という視点に立ってこの放課後児童クラブをやり

たいと手を挙げた時に、市川の方ではどういう状況になっているのかという

この二点についてお尋ねしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

青少年育成課長： 青少年育成課長です。二点のご質問ですけれども、まず健全育成という視

点に立ってということですけれども、これは現在そういう視点で社会福祉業

者の方も取り組んでいただいていると思いますので、その方向には変わりは

ないのではないのかと思っております。 
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二点目の、さきほど阿部室長から、場所によっては定員に余裕がなくな

っているところがありますというようなお話があったかと思いますが、この

考えは先ほどのお話と同じ認識です。今現在は出来る限り学校の中で増やし

ていこうということで、27 年度も 8 クラブ増やしました。また来年に向か

っても増員が見込まれておりますので、出来るだけ待機児童を少しでも減ら

す方向でいきたいと考えています。しかしながら、先ほどのお話の通り、場

所によっては学校が物理的に厳しくなっているところもあります。今後の一

つの考え方として民間の力、その中でＮＰＯも入るかと思いますけども、選

択肢の一つとして対応していく必要があるかと考えております。 

また、民間事業者は今、届け出を出せばとりあえず事業はできるという

形で進んでおりますが、事業をやるにあたっては運営費等の補助が必要にな

ってきますが、現在は補助金のそういう制度はございませんので、届け出は

認めるけれども補助金について今はお出しできないということで、今後この

辺りの事も検討していきながらその方向になれば利用者の確保等必要にな

ってくるのではないかと思っております。現状としては、今はそういうとこ

ろでございます。 

 

高 尾 会 長： はい、それでは構造計画の方に少し入り込んでしまいましたけれども、

子ども・子育て支援事業計画のアウトカム指標による評価につきましては

よろしいでしょうか？はい、では服部委員さん。 

 

服 部 委 員： 細かいところですが、7ページの自由記述のところに色々と書いてあり、

こちらの一番下の欄に「日本語の不自由な子ども・不登校の子どもなどへの

支援が足りない」とありますが、これは多分一文で一人の方が書いたもので

はないような気がしますけれども、もしこの文章がこのまま書かれたなら仕

方がないと、その方のご意見ですからそれでいいのですけが、これとこれは

同じことだからというような形で書かれているとしたら、これは日本語の不

自由なお子さんと不登校のお子さんは全然違う支援だと思いますし、全然違

うことなのに一緒に書かれているというのは絶対訂正してほしいなと私は

思います。 

 

子育て支援課： 子育て支援課です。もう一度戻って確認は致しますが、基本的に二人の

方がこれを述べていたら二件という形で書くように統一してきましたの

で、基本的には一人の方が文章で書いております。ただ、文章の中で枝葉

を切ってしまった結果、こういう風に不鮮明な表現になってしまった可能

性はありますので、そこは帰ってもう一度確認したいと思います。 
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高 尾 会 長： 自由記述ですから要約したかもしれませんし、もう一度確認をお願い致

します。他には宜しいですか？それでは次へ行きたいと思いますので、今出

ました委員の意見等を事務局はよく踏まえて対応をお願いしたいと思いま

す。 

では、続きまして次第の３、市川市次世代育成支援行動計画の平成２６

年度進捗状況についての報告です。事務局から説明をお願い致します。 

 

子育て支援課長： 子育て支援課長です。次第３、市川市次世代育成支援行動計画の平成２６

年度進捗状況報告をさせていただきます。資料 3の方をご覧ください。 

（資料３ 「市川市次世代育成支援行動計画の平成２６年度進捗状況につい

て（報告）」に基づき説明） 

 

高 尾 会 長： それでは、只今より事務局から説明がありました。 

ご意見・ご質問がありましたらよろしくお願いします。はい、幸前委員さん。

 

幸 前 委 員： ４ページの上にあります、計画全体を通しての総括の下に書いてある計

画全体の達成率の算定方法がよくわからなかったので質問したいのですが。

例えば、その次のページの一番の子どもの権利保証啓発事業。一番初めのこ

ろから私、この議題で質問を色々させてもらっているのですけど、例えば２

６年度の目標が４万５千枚のリーフレット配布が、３万枚。これだけで計算

すると７５％を割るのでＢ評価に入ると思います。７５％だと、計算すると

３万３千７５０枚配布をしなきゃいけない。二番目のイベントの実施が、２

回と２回、こちらは１００％。足して達成率を１００％と、一番の方が６０

何パーセントだと思うので、それを足すと７５％を越えたからＡなのか、そ

れともＡ評価事業数とＢ評価事業数というのが、例えば４万５千枚と２回を

足して４万５千２というのが目標で３万２というので割るとＢ評価になり

ますが、ここはどういう形なのでしょうか？ 

 

子育て支援課長： 今のご質問にお答えいたしします。幸前委員がおっしゃったとおり、①に

対する達成率と②に対する達成率を足して２で割って７５％以上というこ

とでＡ評価となりました。以上です。 

 

幸 前 委 員： そうすると、１６ページの番号９４番、企業経営者育成セミナーについ

てですが、参加者の目標が３０社、実際は０社。開催は１回したが、誰も来

ませんでした、それでＢ評価になっています。それは何故かというと、開催
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については１回開いたので１００％達成、もう一方は３０社のうち０社で

０％ですが、足して２で割ったら５０％になるためＢ評価に入ってしまう。

これはおかしいと思ったのが一番の印象です。それを細かく話していると一

晩かかっても語りきれないのですが、基本目標１の達成率は１００％であっ

た、となっており、４万５千枚配布が目標であったにも関わらず実際は３万

枚という結果だったというのがどこに残るのか。二番目のイベントの実施に

ついても、８回が実際は６回だったというのはどこに残るのか、という点は

すごく不思議に思います。その辺りは数字のトリックになるので、数字を見

るのはほどほどにして中身を見ていただきたいと思います。 

後ろの方の細かいコメントの書いてあるほうを見てください。１７ペー

ジです。今年度市川市歯科医・小児科部会を通じて市内のリーフレットの啓

発物資を配布した、と書いてあります。チラシというのは、きちんと言葉を

添えて、届けて初めて効果が出ると思います。例えば、３万枚刷りました、

小児科に３万枚配りました、小児科のカウンターで３万枚誰も取らずに残っ

ていました、というのは決して啓発事業が行われていないのと同じことにな

ると思います。例えばその３万枚を配った後にどのくらい捌けましたかとい

う質問をしたのでしょうか。そういうことがすごく不思議に思えます。その

辺の評価を、たとえば成果の部分に３万枚のリーフレットを市内の小児科に

配りました、若干残ったけど大幅は皆さんに配布していただけましたという

一言をここに入れてほしいなと。何でもかんでも右肩上がりにはいかず、立

てた目標が必ずしも１００％にはなることはないと思いません。達成されな

ければならないとは私は思わないので、ならなかった理由、先ほどもすこや

か広場がこういう理由で減りました、という説明がありましたが、そういう

きちんとした理由があれば、それがまたそれなりの評価であり、次の目標設

置の数字を、４万５千はやめて妥当なところで３万にしようだとか、減らす

けれど一人一人にきちんと届けようとなった方が、実質的な施策の目標には

なるのではないかと思います。 

今回の行動計画が、前回が最後の年度ということで前期間に色々話をし

た、今度の計画はその辺りが盛り込まれるのかと思います。これは前年度の

報告ということなのですけど、一つだけお聞きしたいのがこちらの結果とい

うのは細かいところでここはどうなっているのですかと質問したら、膨大な

量になるのかとは思うのですが、答えてもらえるのでしょうか。私たちはネ

ットワークも組んでいるので、例えば私一人ではなくて、進捗状況がネット

などで見られるなら、他のメンバーそれぞれにも専門的に関わっている団体

がたくさんあるので、何か意見をもらって質問をしたら答えていただけるの

か、というのが一点です。 
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もう一点意見的なものなのですが、例えば先日親子つどいの広場の担当

の方と話をしていたのですが、親子つどいの広場というのは地域の方が集ま

ってお母さん同士で話をしていく中で色んな悩みを解決していくという良

さがあります。そうすると、いわゆるスタッフにかかる相談件数が前年度よ

り下がってきた、それは寧ろ、広場の中でお母さん同士が話をして解決をし

ているから、スタッフに声を掛けなくなったのです。実際スタッフに聞いて

みると、初めて来た人はスタッフに色々質問をしますが、場馴れになった人

はもう、逆に先輩ママが新しい人に声を掛けて「私もそうだった」などと解

決していく、そんな良さがあります。相談件数が下がっているからこういう

声かけをすると相談件数が増えますよという指導まで入ったそうで、それは

少し広場の本来の目的から外れています。それは何故そういう指導が入るの

かというと、やはり前年度何パーセント減という数字が出てしまうと、公務

員ですから役所で税金を使ってやっている事業なので、それはなんとか前年

度よりアップにしたいと思う部分は致し方ないとは思います、その場合減に

なった理由、寧ろ減になった方が市川市の子育てにとってはプラスなのだと

いうきちんとした評価は、数字で見えないものを明確にするという必要があ

るのではないのかと思いましたので、それに対しての取り組みを今後とも進

めていってもらいたいと思いました。 

 

高 尾 会 長： はい、色々とありましたが、達成度の問題について、事務局の方でお願

いいたします。 

 

子育て支援課長： 達成度の評価については昨年度、それからその前の年度にも色々とご意見

を頂いていたところですが、計画に関して言えば途中でこの目標値や評価

の方法を変えることは難しいということで、誠に申し訳ないのですがその

辺りの事は今度の新しい計画の中でどういう風に評価をしていったら良い

かということで委員の皆様からもご意見を頂いて引き継がせていただきま

した。また、個々の事業についての質問はしても良いのかというご質問が

あったとか思いますが、これは公表のものになりますので、これを見てい

ただいて、各事業を所管している部署にご質問いただくことは可能かと思

っております。以上です。 

 

高 尾 会 長： 先ほどの幸前委員さんの話にもよりますけれども、達成度の数値で、数

値で見えない部分の方が寧ろ大切なのだということで、それらを掴む努力を

お願いしたいというふうに思います。それでは、村上委員さん。 
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村 上 委 員： 村上です。先ほど幸前さんが１６ページの９４の評価の事を話されてお

りましたけれども、私実はこの事業に関わっておりまして、この事業自体が

子育て支援課だけではなくて男女共同参画課とも一緒にやっているもので

すけれども、後期計画の最初の時点で、参加者を対企業で設定してしまって

います。方向性でも企業の子育て支援という文言で始まってしまっているも

のでして、途中からこれは対企業ではなくて、対市民向けにやろうという話

になりました。９３ページの進捗状況の詳細を見ていただくとわかるかと思

いますが、平成２３年度までは市内の企業の経営者向けにやっておりまし

て、平成２４年度以降は一般市民向けに変えてきています。ワークライフバ

ランスセミナーを２４年度に男女共同参画センターの上で開催して、昨年度

は私も関わったのですが、家族の日にいちかわファミリーフェスタというも

のをニッケコルトンプラザで開催しているのですけれども、そこのイベント

で来ている人向けに多くの人に向けてセミナーを開きました。そこで、１０

０人以上集まったのです。ですが、どうしても最初の設定が対企業という設

定になってしまっているので、０社という表記になってしまっている案件で

す。なので、どうしても５年計画で最初の設定があってその評価でしていか

なくてはならないものであったりするので、ここの評価に関してはなかなか

評価として数値が出しにくい案件だったのではないかと思います。 

ただ、先ほどのｅモニの評価で、こちらの１４番の仕事と子育ての両立支

援が市川市の市民評価では１.９０で最低だったというところで、行政の評

価と市民の評価と乖離があるというところは対応していかなくてはならな

いのかと思います。以上です。 

 

高 尾 会 長： 今の企業の設定から市民の設定と変えていったと、その辺りは注意書き

でも入れていく必要があったかと思います。ゼロになってしまいますから。

他にご意見がありましたらお願いしたいと思います。 

 

川 副 委 員： 先ほどの幸前さんの、いわば虐待の予防とか、相談件数が上がる対処療

法の視点で行くのか、予防の視点で行くのかというのは今後の施策としてす

ごく大事な視点かなと思います。 

例えば今、国が子育ての包括支援という形で縦割りを排除して、いわば

妊娠中からの妊娠・出産・子育て支援の、ワンストップということで切れ目

のない支援を推進しているのですが、それがここではばらばらになっていま

す。産後、妊娠中のケアが本当に出産後安心して安定した親子関係を築いて

いくという国の今の施策を包括的にやるというのを市川ではどのように考

えられているのかというのが一点です。隣の浦安市は母子手帳をもらいに来



 

 - 21 -

られた時に、窓口で一人一人の子育てケアプランを作成して、本当に１０

０％のケアをしようとしています。ですが、ここの様々な数字を見ると本当

に１００％には達していないわけですね、来るのを待つという形なので。も

う少し産後の、産後うつや家庭崩壊、虐待等を防止するために、妊娠中から

のケアは本当に重要で、ここの施策に無いから取り組まない、ということで

はなく、もう少し積極的に取り組んでいいのではないかと思います。国も予

算を出していますし、見本として隣の浦安市もあります。 

それから、妊娠中という視点では実は保育園の支援も活用してほしいと

思っています。それはマイ保育園といって、この始まりは富山の方からです

が、国も取り上げて各自治体がマイ保育園を取り組み始めました。そして、

江東区では公私立の全園がマイ保育園という形で取り組み始めています。こ

れは、妊娠中から保育園と出会うということで、本当に先の見通しが見えま

すし、子どもの育ちも見えますし、親同士が繋がるということができます。

様々な施策が各自治体でなされていますが、市川では今後どのような風に妊

娠中からのケアという視点で考えられているのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 

高 尾 会 長： それでは、事務局の方。 

 

保健センター健康支援課長： 只今ご質問のありました、妊娠中からのケアということでございます。

国の施策として展開しております、子育て世帯包括支援センターにつきまし

ては、本市においても妊娠中からのケアは大変重要であると認識しておりま

すので、検討を行っているところです。この計画で申しますと、１３ページ

のナンバー５７になります、母子健康手帳・父子手帳のところになります。

妊娠早期において妊娠の届け出をご提出いただいて、その際に母子健康手帳

をお渡しするという形になりますが、現在本市におきましてはより利便性を

考慮致しまして、市内各所に点在しております、住民記録系の窓口、支所・

出張所をはじめ各連絡所など、そういったところで妊娠の届け出をお受けし

ているところではございますが、残念ながらそういった場で妊娠の届け出を

お受けするのは一般の事務職でございます。現状では一般の事務職の母子健

康手帳の交付が、全体の７５％近くになっております。そういった状況でご

ざいますので、現在はより多くの方に、保健師が常駐しております２箇所の

保健センターにおいでいただけるようにご周知・お願いをしているところ

で、段々お出でいただけるような状況にはなっているのですが、まだまだ全

ての妊婦の方に妊娠初期から保健師がアクセスするということが出来てい

ない状況でございますので、そういった状況を顧みまして子育て世帯包括支



 

 - 22 -

援センターについては、設置場所、必要な職種等も踏まえ、検討を進めてま

いりたいとえております。以上でございます。 

 

高 尾 会 長： 他によろしいでしょうか。どうぞ、坂本委員さん。 

 

坂 本 委 員： 今のお話にあったのですが、たまたま私の隣に住んでいる方が二か月前

に出産をされて、お子さんが出来た方がいらっしゃるのですが、やはり生ま

れてから数か月は赤ちゃんの免疫のことも考えて行動しにくいこともあっ

て、この間親子つどいの広場に初めて行ったのですが、同じ世代の子がいら

っしゃらなくて相談やお話も出来なくて、というお話がありました。やはり、

妊娠中だとまだ行動が出来る時間だと思いますので、その時に色々な質問が

出来たり、情報が得られたりというのはとても大切なことだと思います。妊

娠中の方と子育てを経験された方と交流できるような場を設けると、同じマ

マとして色々な交流ができて、私はたまたま隣だったので、「目の前にある

小児科は予約がとりにくいので健診を早めにされた方が良いですよ」という

話をしたのですが、そういう話も実際に同じようなママ達と会わなければわ

からないところもあるので、行政の方でケア出来ない分地域の方同士と交流

が持てたらいいのではないのかと思います。 

 

高 尾 会 長： よろしいですか。はい、田口委員さん。 

 

田 口 委 員： アウトカム指標について、これは質問ではなく感想です。過去に色々と

指標を作られて、色々とご苦労されて作られたなとは思っておりますが、一

般的に１００％とはかなりハイレベルな評価だということで、先ほど幸前委

員がおっしゃったように若干レベルダウンしてはどうなのか？というのが

正直な印象です。この指標を作るのは非常に大変だろうというのはよくわか

ってはいるのですが、自己満足に陥らないような指標というのでしょうか、

先ほどの e モニターのアンケートの結果で、「わからない」というものが非

常に多かったですよね。あれは正直なところ、市民の認識度が非常に低いと

いうところで、それにも拘わらず先ほどのリーフレットを配ったから１０

０％だというのはギャップがあるなというのが正直な印象です。単に批判す

るなら誰でも出来るかと思いますが、ではどうしたらいいのかというと、自

己満足に陥らないための指標というのはなかなかやることは大変かもしれ

ないのですが、柔軟性を持った、先ほども５年間ずっと対前年度評価で０社

だというのも、出来れば柔軟に織り込めるような言葉を考えられたらいいの

かと、具体的にどういうことをやればいいかというのは皆さんに考えていた
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だければと思うのですが、あと市民の意見も、例えば先ほどのアンケート、

ああいったものもフィードバックを受けて指標を更にブラッシュアップア

ップしていくことが大事なのではないか、というのが私の意見です。 

 

高 尾 会 長： 他にご意見がありましたらお願い致します。はい、服部委員さん。 

 

服 部 委 員： 前回も言いましたが、こういうアウトプットでも、こちらのアウトカム

指標でも、これは変わらないということですのでしょうがないのでしょうけ

ども、子どもというのは１８歳まで入るという前提をいつも書いてあるの

に、せいぜい小学校の低学年、今は学童と言わないのかもしれないのですが、

そこまでしか織り込まれていないというのは、そこは変えていかなければい

けないと私は思います。妊娠中から１８歳まで、もっと早く一人前になるお

子さんも、１６・１８歳から結婚すれば成人ですからそういう場合もありま

すけれども、妊娠中からずっと繋がっていけるようなものを作ってほしいと

思いますし、こういうところにも中学生以降だと支援金の事しか書いていな

くて、実は一番本当に変わりのきかない大変な時であると、色んな事件など

が起きるのもそういう年齢であるので、教育相談とかも色々あるのですけれ

ども、これは型が決まっているからというのではなくて、なるべく早くそう

した中学生や高校生の問題を、お金だけではなくて親子の悩みについても取

り入れてほしいと思います。色々な事が周知されていないというのは他の委

員さんからも沢山出ていますが、教育センターの中に適応指導教室がありま

して、教育相談なども受けていますが、そちらで一学期に一回、学校に行き

にくいお子さんや不登校の方の親御さんのための保護者の会というのを１

０年ぐらい前からやっているのですが、そのプリントは市内の各学校に数部

ずつ、学校にお任せしてそういう保護者の方を対象にお渡ししてください、

ということになっている筈なのですが、ご存知の方はいますか？多分、知ら

ないと思います。知らない方が多くて、折角そうやって市でお金をかけてや

っているのに、知られていない、このように何でも配れば終わりとか、先ほ

ど幸前委員が仰っていたのもすごくよく分かります。例えば学校ももしかし

たら行きにくい、または不登校の子にはプリントとして入れているかもしれ

ないです。でも、目をつむりたい人たちにとって、ひと声添えて渡すのでな

ければやはり広がっていかないし、学校の先生でも知らない方がいらっしゃ

ったりしたので、子育て支援も勿論そうなのですけれども、子育て支援は

色々なところに書いてあったりして少しずつ広まっている気がしますが、中

高の場合は中々そういうものが広まっていない現状があるので、ここに盛り

込まれていないのですが、お願いですけれども早急に何らかの形でこういう
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支援があるというのが知られるようにしていただきたいなと思います。少し

それましたが以上です。 

 

高 尾 会 長： それでは、次世代育成支援行動計画の平成２６年度進捗状況については

概ねある程度出尽くしたという風に思います。事務局では委員の意見をよく

踏まえて対応をお願いしたいというふうに思います。 

それでは、続きまして次第の４、保育園整備可能区域の拡大についてで

す。事務局から説明をお願い致します。 

 

こども施設計画課長： それでは、本日お手元にお配りしました資料４、保育園整備可能区域の拡

大（案）の資料をご覧ください。 

       （資料３ 「保育園整備可能区域の拡大（案）」に基づき説明） 

 

高 尾 会 長： それでは事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問がありました

らお願いしたいと思います。はい、では幸前委員さん。 

 

幸 前 委 員： 初歩的な質問で申し訳ないですが、どうして平成２４年から商業地域内

での保育園整備を控えてきたのでしょうか？ 

 

こども施設計画課長： 具体的に申し上げますと、平成２４年に株式会社の方で商業地域内にあ

る空きテナントを活用して保育園整備を行いたい、といった相談がございま

した。その時に整備の可否について検討を行ってまいりましたけれども、当

時はまだ景気が低迷の時代でございまして、商業地域というのは商業の活性

化という事も市政の一つの方針でございましたので、商業の利便性を増進す

るための地域であって、保育園整備を設置することにより規制を受ける、風

営法対象施設だけではなくて、規制を受ける施設があることは商業地域を指

定した趣旨に反するということから一時的に保育園整備を制限し、その後方

針については見直しを行ってこなかった、というのが現状でございます。そ

れから、２４年には景気低迷から、経済発展を優先すべき地域があるだろう

ということで、商業地域につきまして法的には保育園を作れますけれども、

控えていこうという方針のもとに今現在まできたというところでございま

す。 

 

高 尾 会 長： 他にご意見がありましたらお願いしたいと思います。幸前委員さん、よ

ろしいですか？ 
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幸 前 委 員： 例えば昭和何年とか言うのならわかりますけれども、平成２４年とつい

この間ダメだと言ったのを、この時代は待機児童がゼロだったらわかります

が、3年前なんか待機児童はそんなに少なくなっていない、多いはずがこの

ときダメって言ったのに何故３年後は許可するのかというのが、内容どうこ

うというよりも個人的に引っかかったので質問しました。 

 

高 尾 会 長： はい、村上委員さん。 

 

村 上 委 員： 国の基準では商業地域に設定が可能ということですが、７０メートル規

制線も国の基準なのでしょうか？ 

 

こども施設計画課長： これは風営法の法律の中で、千葉県が設定している区域になります。７

０メートルというのは国の基準、公安委員会の規制になります。 

 

村 上 委 員： わかりました。これは近隣商業地域で探してもなかなか今は見つけられ

ないという現状があるということですよね？ 

 

高 尾 会 長： では、事務局お願いします。 

 

こども施設計画課長： 商業地域以外の、一般的には商業地域の場合近隣商業ですとか、住居地

域というのが展開されており、そちらの方で整備を進めてはおります。です

から、そちらの方でも今後も整備を進めてまいりますけれども、今回商業地

域を一律に制限してきましたので、議題１でもいただいたご意見を踏まえま

して一律ではなく各個別に判断をして、適切不適切を決めていきたいという

ふうに変えていきたいと思いましたので、ご意見を伺っているところでござ

います。 

 

村 上 委 員： これだけだと具体的に市のどのエリアが商業地域に当たり、かつ既に風

営法に属するパチンコ店とかがどこにあって、７０メートル外がどのエリア

なのかがまだよくわからないというのと、駅の近くの商業地域だと公園も乏

しかったりする中で、では緩和したところで実際どのあたりに設営可能なの

かどうかというのが全くこれだとわからないので、そこがわからないと是非

もなかなか問いにくいと思います。 

 

高 尾 会 長： 要は商業地域と言っても規制があるわけだから、個々の対応ということ

になる、というところですね。よろしいでしょうか。はい、では阿部委員さ
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ん。 

 

阿 部 委 員： 例えばここでは風営法のところで引っかからずに認可が下りたが、後で

そういうのが来たというのも考えられますよね。その場合は想定しています

か？ 

 

高 尾 会 長： では、事務局お願いいたします。 

 

こども施設計画課長： その場合については、風営法対象施設が開設する前に、公安委員会の方

から地元の警察を通じまして、保育園・学校等そういう施設が既にないかと

いう照会が来ます。既にありません・ありますという回答で、無ければあり

ませんという回答ですが、あるという回答をした場合はそこで開設が出来な

いという事になりますので、先に保育園が出来た場合については風営法対象

施設がその後作られていないという、そういう規制になります。 

 

高 尾 会 長： 他にご意見がありましたらお願いしたいと思います。では、西委員さん。

 

西 委 員： 今回の議題で検討するのは、個別に必ず検討していくので商業地域の一

律排除はなくしていきたいというご提案という理解でいいわけですよね？

そうすると、個別にというと認可設置の、今これから認可外の移行審査等も、

これだけ待機児がいると認可外から移行してくるというのもとても増える

という前提ですかね？ビルの中にあるのが認可になっていくので、商業地域

に今のところは認可外で市が直接対応の対象にならないけれど、というよう

な事が背景にあるということですか？ 

 

高 尾 会 長： 事務局お願いします。 

 

こども施設計画課長： そのようなことも想定されますし、それから新たに空きテナント部分が

出来たので、そちらで新たに保育園を開設したいというご意見も出てきてお

ります。当然のことながら、認可外というのは届け出で済んでしまいますの

で当然認可保育園として必要な設備ですとか面積というのは必ずクリアし

なければいけないという形にはなりますので、その辺は厳しく審査をしてい

きたいというのは、今の認可・不認可の考え方のご提示でございます。 

 

西 委 員： またこれはお願いになりますが、そういう個別審査、認可外から移られ

る場合等は厳しい審査で基準を市として作られているとは思いますが、プラ
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ス、保育の質を守るために一般的な市川市としての保育の質をどの保育園で

も守っていくために、先ほども公立保育園をモデルにというお話だけは出て

いますが、ガイドラインみたいなものを今後作っていって、しっかりと周知

していく。公立保育園をモデルにと言われても、川副委員さんのところのよ

うに長い伝統の中でいい保育をしているところもあるわけですから、市とし

ての姿勢としてのガイドラインの策定とか、そういうものは移行基準だけで

はなくて今後ご検討の方向性としてどうなのかと思いますが。 

 

高 尾 会 長： では、事務局お願いします。 

 

こども施設運営課長： 新設保育所はこの数年でどんどん増えてきているというところで、一方

その支援をしていく、あるいは今おっしゃるようなガイドラインが必要だと

いう事は私どもも十分感じています。 

認可保育園に具体的にこういうふうにしなさいという指示事項は、口頭で

はなくて勿論紙で伝えないとご理解いただけませんから、昨年度からそこを

今まさに手がけていまして、だいぶ私どもも人手の問題もありサクサクとは

いかないのですが、一園ずつ課題とか懸案とかいったものは一件ずつ整理を

しながら新設の事業者に理解いただけるようなものを今まさに考えている

ところでございます。 

 

高 尾 会 長： 他にご意見がありましたらお願いします。では、服部委員さん。 

 

服 部 委 員： おそらく２４年からなったのでわからないのですけれども、今起業家向

けの研修や、男女共同参画センター以外でも千葉商科大等、沢山いろんなと

ころで女性起業家、女性でなくても企業の支援などを市とかもしているので

そこも絡んでいたのでしょうか？というのが一点です。 

基本的なことですが、認可保育園は保育時間の規定というのはあります

か？何時以降はやってはいけないとか。無認可は無制限に夜中でも朝でも病

児保育でもやっていいのですか？基本的なことで申し訳ないですがそこを

まずお聞きしたいのですが。 

 

高 尾 会 長： では、事務局の方でお願いします。 

 

こども施設運営課長： こども施設運営課です。まず、国の考え方は世の中の親や子供の多様な

ニーズに対応していこうということが精神軸にあると思いますので、例えば

通常市川の保育園は９時～５時が基本の保育時間ですが、その外側にまた延
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長保育時間があって、子どもにとっても無理のない範囲で親にも何とか教育

してもらおうという枠組みで決めています。一方、夜中に勤務する、例えば

トラックの運転手さんとか、そういった方もいますから、夜間保育のニーズ

があればそういったものにも応えなければいけないということもあります

ので、現実的に 24 時間どこで線引きしなければいけないということは明確

にはありません。ない中で行政としては必要なニーズに対応していくという

事で最大限努力していくということになります。 

 

服 部 委 員： 認可されている保育園でも、規定は特にないのですか？ 

 

こども施設運営課長： 認可保育園についての考え方は今申し上げたような整理になります。 

 

服 部 委 員： では無認可の場合は？無認可保育園は届け出だけだということですよ

ね？ 

 

高 尾 会 長： 届け出だけですから、指導は入りますけど届け出だけですから時間は自

由です。認可保育所の件は自由という事ではなくて、一応の指針はあるので

す。だから、9 時～5 時。それから、延長だとかあるいは夜間だとかに対応

しているというのが現状です。基本は 9時～5時です。 

 

服 部 委 員： 基本は 9時～5時ですが、子どもにとっては関係ないので、実際に夜中も

あるということですよね？ 

 

こども施設運営課： 制度的には、24 時間の認可園というのはその基準を満たせばできますが、

現在市川ではやっていません。 

 

服 部 委 員： 市川ではないということですか？ 

 

西 委 員： 全国的に夜間保育、今は 60 園くらい認可園であるのでしょうか、50 何園

あるかと思いますが、でもそれは認可園としての基準を夜中までも満たすと

いうような形を、それなりの基準を満たしてやっていくということがあれ

ば。ただ、それだけ必要かという問題で今市川では取り組む体制ではないと

いうことですよね。 

 

川 副 委 員： 認可外の保育園での事故、死亡事故、重大な事故というのは起こってい

ますので、認可外の保育所等が認可に格上げになることは保育の質を高める
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要因にもなります。逆に指導しやすくなるという意味ではこのご提案は考え

る価値があると思いました。それが一点です。 

それから二点目は、既存の社会福祉法人をさて置いて、どんどん株式会

社に移行していっているというのは、どのように考えていらっしゃるのかお

聞きしたいです。 

それから三点目ですが、先ほどからもずっと挙がっていますが保育の質

は、保育士さんが長く務めるというのが重要です。その時に長く務めていた

だくにはどういう条件が必要かというところを整備する必要性があるかと

思います。時間外を強いたり、それから有給休暇がとれなかったり、やはり

過重労働になっていくと燃え尽きていきますし、それから保護者の対応がす

ごく多くなり、それは小学校や中学校高校も同じようなことが起きています

が、先ほども事務処理が多いという話もありました。いわば保護者の対応に

追われているというのは根本的にサービス産業というか、サービスなので保

護者もサービスを受けるという視点に立って委託を受けるというか、そうい

う関係性になっているというのは非常に残念だなというふうに思います。そ

れよりもやはり子どもが育つ場なのだ、という視点に市川が立ってガイドラ

インを作られるということをぜひお願いしたいと思います。保育の質を高め

れば保護者の信頼度も高まりますし、先生たちもそこの対応に追われるとい

う事は無くなりますので、そうすると過重労働も下がり、さらに保育者の定

着率も高まるという、その辺りについても今どのように市は考えて取り組み

を始めてらっしゃるのか、ご質問させていただきたいと思います。 

 

高 尾 会 長： では、答えられる範囲でお願いします。 

 

こども施設計画課長： 保育の質を高めるというのは先ほど運営課長の方からもお話しさせていた

だいたように、既存の公立保育園の保育士を積極的に園の方に派遣して、指

導しながら、指導すると言いましても、行って帰ってくるというだけではな

くて、比較的長い時間、例えば朝行って、次には夕方行ってみるとか、時間

帯を変えて色々な形で保育の実情を見ながら支援をさせていただいており

ます。その辺りの充実を図っていきたいというふうに考えております。 

また、株式会社をすすめて社会福祉法人を蔑ろにしているのではないかと

お話がありましたが決してそのようなことはございませんので、社会福祉法

人の皆さんに伺いましても積極的に展開して、市川市としては色々な補助制

度を活用してバックアップさせていただきたいと考えております。 

 

（機器の不調により、会議録はここまでとなります。） 
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